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４－２ 歩道を占用する路上施設について 

道路が魅力ある空間となるための大きな要素として、歩道を占める路上施設があり

ます。 

 

（１）路上施設の機能について 

路上施設は、その機能によって、歩行者の安全を確保し交通の利便性を図るもの、

歩行者にうるおいを与えるものに区分することができます。 

歩道に置かれた路上施設は、本来の機能を果たしつつ、目に見える物体として道

路景観にも影響を与えます。整備にあたっては個々の路上施設の機能に加え、道路

景観を引き立てることも検討する必要があります。 

 

a.縁石・防護柵・車止め 

歩行者の安全を確保するための路上施設には、歩道への車の乗り上げを防止す

るとともに、車の速度を抑制する効果もある縁石や防護柵、車止めなどがありま

す。 

 

 

 

 

 

 

            防護柵             車止め 

縁石 

 

車道に普通車（幅 2ｍ弱）が駐停車していた場合、車道の幅員が 5.5ｍあれば緊

急車両は車道を走行できますが、車道の幅員が 5.0ｍでは、我孫子市消防本部のは

しご車（幅 3ｍ弱）はスムーズに車道を通行することはできません。車道の幅員が

4.5ｍでは、緊急車両の通行そのものに支障が出るおそれがあります。 

緊急車両の通行に支障がある車道幅員の場合は、車止めをなくす、歩道端から

30～50 ㎝程度後退した位置に設置する、可動式の車止めとするなどの対策が必要

となります。 

また、駐車する車両が発生しないようにするために、あえて車の通行する幅を

狭めることも考えられます。 
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b.標識・街灯 

標識は案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識、補助標識の５つに区分され

ます。道路交通法に基づき、都道府県公安委員会が設置する物と、道路法に基づ

き道路管理者が設置する物があります。法令に基づき設置されるものですが、支

柱を落ち着いた色彩にするなど、景観への配慮が可能な路上施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

案内標識・補助標識の例              落ち着いた色彩の支柱の事例 

 

街灯は、防犯灯、街路灯などを総称した言葉で、道路や土地を照らすために立

てられた明かりのことをいいます。 

公園坂通りの街灯は、現在電柱に共架する方式で設置されています。現況調査

の中で、夜の公園坂通りは暗く、寂しいという意見が出されました。 

日没後も楽しく魅力ある空間として公園坂通りを演出するためには、照明計画

が重要になります。歩行者が見る視点を基準に、人の目に優しい、色の再現性を

高くしつつも温かみのある光源を検討する必要があります。 

なお、景観の阻害要因である架空線をなくすため、歩道に電柱を設置しない場

合は、独立した街灯の設置などを検討する必要があります。その際は、照明器具

の意匠もあわせて検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電柱共架型の街灯          手賀沼公園・久寺家線の街灯（整備イメージ） 
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c.歩行者のための公共サイン 

車への標識以外に、歩行者のための公共サインも重要な標識の一つです。 

我孫子市では、平成 14 年に公共サイン計画を策定しました。公園坂通りでも、

歩行者を誘導するためのサインの配置を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大拠点サイン          施設誘導サイン 

 

d.植栽 

植栽は、歩行者にうるおいを与える路上施設です。大きな街路樹は、設置する

位置や樹種、樹形を間違えなければ景観形成に良好な影響を与えます。また、小

さな植え込みであっても、歩行者が車の危険性を意識せずにすむなど、一定の効

果があります。 

ただし、歩道の有効幅員を確保するため、あえて設置しないことも考えられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

けやき並木（湖北台７丁目）          街路樹（北九州市） 

 

 

 

 

 

 

 

菜の花（房総フラワーライン）         街路樹の足元緑化（つくし野５丁目） 
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e.電線類地中化にともなう地上機器 

電線類地中化を行った場合には、メンテナンスのために一定の間隔で地上機器

（トランス等）を地上に設置する必要があります。柱状型機器では、引込み線が

上空に見える場合もありますが、歩道の幅が狭い道路で街路灯と一体に整備でき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地上機器           柱状型機器           （出典：国土交通省 無電柱化の推進） 

f.ベンチ、休息できる空間 

公園坂通りは、緩やかに長い坂が続く道なので、歩道幅員に余裕のあるところ

にベンチなどを設置すると、歩行者が快適になると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

ただ腰かけて休息をとるだけではなく、歩く人の目に止まり、憩いやうるおいを

感じてもらうために、他の路上施設と併用することも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      飯泉喜雄顕彰碑（本町２丁目）           高木を囲むベンチ（けやきプラザ） 

モニュメントであるが、休息にも使われている。 
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（２）路上施設を設置するための歩道幅員について 

 

 

 

 

 

 

そのため、歩道に路上施設を設置するときは、そのほかの道路の歩道の場合で

は、幅員 2.0ｍ以上にそれぞれの路上施設に必要な幅員を加えて、歩道幅員とする

必要があります。 

a.歩行者の安全を確保するための路上施設が占める空間 

縁石や防護柵、車止め、標識、街灯などは、歩行者の安全を確保するために必

要な路上施設ですが、概ね幅 0.5ｍの空間を占めます。このため、歩道幅員は 2.5

ｍ以上必要です。 

b.植栽が占める空間 

植栽を設けるためには、低木の植込みでも幅 1.0ｍ弱を必要とします。街路樹を

植栽する場合、街路樹の健全な育成と歩行者の安全性を考慮すると、地面から歩

行者の高さにおいて、高木で幅 2.0ｍ程度、中木で幅 1.5ｍの空間を占めると考え

られます。このため、歩道幅員は 3.0～4.0ｍ以上必要です。 

なお、歩行者よりも高い位置においては、街路樹の健全な枝張りのため、さら

に大きな空間を確保する必要があります。 

c.電柱が占める空間と電線類地中化のための路上施設が占める空間 

電柱は、幅 0.5ｍの空間を必要とします。電線類を地中化した場合であっても、

一定の間隔でメンテナンス等のために路上施設（地上機器）を設置します。地上

機器は幅 1.0ｍの空間を必要とします。地上機器を歩道に設置する場合は、歩道幅

員が 3.0ｍ以上必要です。 

d.ベンチが占める空間 

ベンチを設置した場合、そこで脚を伸ばすことや歩行者との関係を考慮すると

幅 1.5ｍの空間が必要と考えられます。このため、歩道幅員は 3.5ｍ以上必要とな

ります。 

 

道路構造令で規定する、歩行者が安全に歩くことのできる歩道幅員は、次の

とおりです。 

・歩行者の交通量が多い歩道 ：幅員 3.5ｍ以上 

・そのほかの道路の歩道  ：幅員 2.0ｍ以上 
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道路構造令で規定する歩道幅員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：道路構造令の解説と運用） 




